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厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 

総合研究報告書 

 
子どもの貧困の実態と指標の構築に関する研究 

 
研究代表者 阿部 彩 首都大学東京 都市教養学部 教授 

 
研究要旨 

本研究の目的は、子どもの貧困に関する指標の策定のために必要となる基礎的研

究を行うことである。そのために、既存統計を用いた子どもの貧困指標の検討と、

非金銭的指標の開発の二つのサブ・プロジェクトを行った。本プロジェクトの集大

成として、子どもの貧困指標として、13 項目からなる指標群、また、その一つの項

目の子どもの物質的剥奪指標に用いられる物品リストを提案した。「子どもの貧困

指標―研究者からの提案」は、平成 27 年 7 月 10 日に公表し、公開シンポジウムや

マスコミ報道などで普及させたほか、現在、子どもの貧困指標の改定を行っている

内閣府に提言した。また、最終年度においては、子どもの物質的剥奪指標を構築し

た。本指標は、既に、東京都などの地方公共団体における子どもの貧困実態調査に

採用されている。 

  

Ａ．研究目的 

本研究の目的は、子どもの貧困に関する

指標の策定のために必要となる基礎的研

究を行うことである。そのために、既存統

計を用いた子どもの貧困指標の検討と、非

金銭的指標の開発の二つのサブ・プロジェ

クトを行った。具体的には以下の通り。 

 

１）既存統計データを活用した子どもの貧

困指標群の選定・分析 

本研究の一つ目の柱は、既存の公的統計

を用いて、子どもの貧困指標群を考察する

ことである。現行の「子供の貧困対策に関

する大綱」にて指定されている指標は教育

関連や特定対象（ひとり親、生活保護世帯、

児童養護施設出身）に関する指標に偏って

いるため、健康などの他分野も視野にいれ

て子どもの貧困の動向を測定するため適

当な指標群を検討した。また、経済的資源

の欠如を表す指標については、一般に用い

られている OECD 定義を用いた相対的貧

困率のみではなく、さまざまな定義、さま

ざまなデータを用いた子どもの貧困率を

計測し比較した。 

 

２）新しい子どもの貧困指標の模索 

（A）非金銭的の測定のための社会調査の

実施  

研究の２本目の柱として、EU 等で主流

となってきている剥奪指標を用いた非金

銭的指標の開発を行った。具体的には、欧

州連合、OECD、ユニセフなどで貧困指標

として採択されている物質的剥奪指標を

構築した。物質的剥奪指標とは、世帯所得

研究分担者： 

竹沢純子 国立社会保障・人口

問題研究所 企画部 室長 

田宮遊子 神戸学院大学 経済

学部教授 

モウ゛シユク・オレクサンダー 

富山大学経済学部 
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や消費などの金銭的データから把握する

ことができない実質的な子どもの生活水

準を測るものであり、所得から推計される

相対的貧困率を補完する指標として有効

である。 

 

（B）相対的貧困率の動態分析  

時系列で推計が可能なデータを用いて

子どもの貧困率の動態を分析する。厚生労

働省「国民生活基礎調査」と総務省「全国

消費実態調査」を用いた時系列の分析を行

った。 

 

（C）諸外国における子どもの貧困指標の

策定動向のヒアリング 

諸外国において子どもの貧困指標を設

定、政策目標としている国、国際機関の状

況を調べ、指標が選択されるまでの過程や

問題点を報告書にまとめた。 

 

Ｂ．研究方法 

１）既存統計データを活用した子どもの貧

困指標群の選定・分析 

 

厚生労働省、文部科学省、内閣府、総務

省統計局などの公的統計データにおいて、

子どもの貧困に関するデータがどれほど

存在するのかをレビューし、それらが子ど

もの貧困指標として機能するかどうかを

検討した。このために、国立教育政策研究

所の卯月由香氏、国立成育医療センターの

藤原武男部長（2016 年度より東京医科歯

科大学教授）の協力を得、文部科学省管轄

のデータ、医療データの充実を図った。 

 

２）新しい子どもの貧困指標の模索 

（A）非金銭的の測定のための社会調査の

実施  

欧州連合の SILC 調査などを参考に、物

質的剥奪指標の構築を行う。初年度は、ど

のような項目が現代日本において社会的

に認知されている「必需品」であるかの意

識調査を行った。２年目・３年目には、こ

の意識調査の結果を基に、子どもを対象と

した物質的剥奪の調査を行い、統計的に妥

当な日本版子どもの物質的剥奪指標を検

討した。 

 

（B）相対的貧困率の動態分析  

厚労省「国民生活基礎調査」（1985 年～

2012 年、10 回分）と総務省「全国消費実

態調査」（６回分）の個票の二次利用申請を

行い、所得データを用いた子どもの貧困率

の動態とその信頼性の分析を行った。子ど

もの貧困率では、異なる貧困基準や、固定

貧困線を用いる方法など、通常の相対的貧

困率の算定方法と異なる方法も視野に含

めて検討する。さらに、貧困率の上昇の要

因分析、また、障がい児の貧困率の分析な

どを行い、相対的貧困率の指標としての妥

当性を検討した。 

 

（C）諸外国における子どもの貧困指標の

策定動向のヒアリング 

初年度は、ドイツ・デンマーク、アメリ

カ、また、２年目はイギリスの EU を訪問

し、公的統計としての貧困指標の計測方

法、また、指標（群）の決定方法、貧困指

標をめぐる最新の状況などについて、ヒア

リング調査を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

該当なし。 

 

Ｃ．研究結果 

１）既存統計データを活用した子どもの貧

困指標群の選定・分析 

このサブ・プロジェクトにおいては、既

存の（主に公的）統計データを用いて活用

が可能な子どもの貧困指標群を検討・選定
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した。そのために、研究代表者（阿部彩）、

研究分担者（竹沢純子、田宮遊子、モウ゛

シユク・オレクサンダー）のほか、７名の

異分野の研究協力者（教育：卯月由佳（国

立教育政策研究所）、末富芳（日本大学准

教授）、医療・発育：藤原武男（国立成育医

療センター部長）、経済：浦川邦夫（九州

大学経済学部准教授）、渡辺久里子（国立

社会保障・人口問題研究所 研究員）、金

子能宏（同、参与）、足立泰美（甲南大学准

教授））からなるチームを作成した。 

チームによる検討結果は、「子どもの貧

困指標―研究者からの提案」として平成27

年 7 月 10 日に公表した。公表においては、

公開シンポジウムを開催し、官公庁、マス

コミ、一般市民など約 80 名の参加を得た。

以下が、この指標案である： 

 

＜第一次指標＞ 

1. 子どもの相対的貧困率（（17 歳以下、18-

24 歳）×（子ども全体、ひとり親世帯） 

2. 子どもの固定貧困率 （17 歳以下） 

3. 物質的剥奪率（日本定義）（17 歳以下） 

4. 朝食欠食児の割合（すべての生徒） 

5. 高校非卒業率（すべての生徒） 

6. 不登校の児童生徒の割合（小学生、中学

生） 

7. 「低学力層」に分類される児童生徒の割

合（TIMSS（小学 4 年生、中学 2 年生）、

PISA（高校 1 年生）） 

 

＜第二次指標＞ 

1. 子どもの相対的貧困率 (0-3 歳,4-6

歳,7-9 歳,10-12 歳,13-15 歳,16-18 歳) x 

性別 

2. 子どもの固定貧困率  (0-3 歳,4-6

歳,7-9 歳,10-12 歳,13-15 歳,16-18 歳) x 

性別 

3. 物質的剥奪率 （EU-定義）（17 歳以下） 

4. 早産の割合 

5. 虫歯（齲歯）のある子の割合（3 歳、就

学前(5-6)歳） 

6. 学校外学習時間が１時間未満の児童生

徒の割合（小学校 6 年生、中学校 3 年

生） 

 

２）新しい子どもの貧困指標の模索 

（A）非金銭的の測定のための社会調査の

実施  

本プロジェクトおよび平成28年度に行

われた複数の自治体による子どもの貧困

実態調査における物質的剥奪の変数を吟

味し、小学5年、中学2年、高校2年の物質

的剥奪指標を構築した。以下が指標に用い

る物品のリストの剥奪の判別方法である。 

 

以下の15項目のうち、経済的な理由で剥

奪されている項目が3つ以上ある場合を

「物質的剥奪状況」と判断する： 

1. 海水浴に行く 

2. 博物館・科学館・美術館等に行く 

3. キャンプやバーベキューに行く 

4. スポーツ観戦や劇場に行く 

5. 遊園地やテーマパークに行く 

（*高校生は「友人と遊びに行くお金」） 

6. 毎月お小遣いを渡す 

7. 毎年新しい洋服・靴を買う 

8. 習い事（音楽、スポーツ、習字等） 

に通わす 

9. 学習塾に通わせる 

10.お誕生日のお祝いをする 

11. 1年に1回程度家族旅行に行く 

12. クリスマスのプレゼントや正月 

のお年玉 

13. 子どもの年齢に合った本 

14. 子ども用のスポーツ用品 

15. 子どもが自宅で宿題をすることが

できる場所 

 

これに、家計の逼迫に関する剥奪指標
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（経済的な理由で、電気、電話、ガス、水

道、家賃などの支払いが滞った、家族が必

要な食料（衣服）が買えなかった）、所得

からみた相対的貧困の３つの指標を掛け

合わせた新たな指標を用いて、生活困窮や

子どものウェル・ビーイングとの関連をみ

たところ、相対的貧困のみの関連よりも強

い関連性を見出すことができた。また、統

計的に見ても頑強な指標であることが確

認できた。このことから、貧困を把握する

ための指標としては、相対的貧困率に加え

て、物質的剥奪指標を組み合わせた指標を

用いることが望ましいと考えられる。 

 

（B）相対的貧困率の動態分析 

・1985年から2012年にかけて、0~64歳の

貧困率が男女ともに上昇しており、特に、

20-24歳、15-19歳をピークとする子ども期・

若者期の上昇が著しい。65歳以上の貧困率

は、男性においては大きく減少したが、女

性においてはそれほど大きい減少は見ら

れない。 

・1985年から2012年にかけて、貧困率の

男女格差は25~34歳、55歳から69歳の年齢

層では縮小、70歳以上では拡大した。 

・子どもの貧困率を3歳毎の年齢層で見

ると、1985年には年齢による貧困率の差が

殆ど見られないが、2012年においては、年

齢が高い子どもほど貧困率が高い傾向が

明らかである。これは、貧困率の定義を中

央値の40%、50%、60%と変化させても同様

であった。 

・子どもの相対的貧困率を中央値の50%、

40%、60%の3つの定義を用いて推計し、

1985年から2012年の動向を比較した結果、

どの指標でも、85年から2012年への貧困率

の上昇が確認された。また、どの指標を用

いても、年齢が高い層ほど85年から2012年

の上昇が大きい。最も、大きく上昇が表れ

るのは中央値の40%を貧困線とした場合

であり、60%では最も上昇幅が小さい。 

・同様に、世帯類型別に異なる相対的貧

困率の定義を用いて推計したところ、母子

世帯についてはどの定義を用いても同様

の動向を見せたが、父子世帯については動

向がconsistentではないことがわかった。 

・総務省「全国消費実態調査」を用いた

分析からは、消費データで計測する場合は、

所得データで計測する場合と比較して、消

費基準で計測した場合の方が子どもの貧

困を示す世帯数が少なくなるという結果

を得た。さらにこの差異の発生理由として

考えられる3つの要因（所得の過少申告、消

費の過大申告、消費の平準化）の分析を行

ったところ、消費基準による貧困率が低く

なる主な原因が「①所得の過少申告」であ

るとする結果が得られた。 

・また、1989～2009年の期間の「全国消

費実態調査」において子どもの貧困率を示

す長期的指標が上昇していることが統計

的に確認された。本研究で算出された貧困

率の指標は、日本政府が公表している「国

民生活基礎調査」を用いた貧困率の水準よ

りも低い結果ではあるが、上昇トレンドを

有するという点で、両調査に共通の結果が

得られたことがわかる。 

・指標という観点からは、2008-9年の経

済危機のように世界的に各国の経済が縮

小し、所得が減少したときには、固定貧困

率による貧困の動態把握が不可欠である

ことが明らかとなった。 

・厚労省「国民生活基礎調査」の所得デ

ータを用いて2008-9年の世界的経済危機

の前後の子どもの貧困率の変化とその要

因について分析を行った。その結果、2006

年から2012年への貧困率の増加・減少は非

正規労働者しかいない世帯の増加や失業

の要因というよりも、比較的に労働市場の

周辺に位置する（既に）非正規労働の世帯

の貧困率の上昇、正規で働く母子世帯の貧



 

- 9 - 
 

困率の上昇が大きいことがわかった。 

 

・また、障害をもつ子どもがいる世帯は、

そうでない世帯に比べ貧困率が高い、貧困

率の上昇の原因の一つとして、成人した子

どもが（低所得または無所得で）世帯内に

留まっている世帯の貧困率の上昇が指摘

された。 

・同居世帯の分析などからは、貧困の現

象が、成人した子どものいる世帯など、か

つて想定されていなかった世帯タイプに

も広がっていることが示唆される。 

 

（C）諸外国における子どもの貧困指標の

策定動向のヒアリング 

・諸外国からのヒアリングからは、これ

らの貧困指標が公的に認知されるように

なるまでに必要な政治的プロセスの課題

が明らかになった。また、アメリカのヒア

リングにあるように、現物給付やサービス

給付などの貧困対策による効果を把握す

るためには、非金銭的指標の開発も欠かせ

ない点が改めて確認された。 

・日本の子どもの貧困対策にも大きな影

響を与えたイギリスでは、2016年3月、キャ

メロン保守党政権が子どもの貧困法（Child 

Poverty Act 2010）を改正し、ブレア首相時

代から掲げてきた政策目標としての子ど

もの相対的貧困率が撤廃された。この背景

には、貧困に関する思想的な転換もあり、

日本への影響が懸念される。 

 

Ｄ．考察 

本プロジェクトから明らかになった子

どもの貧困指標に関する知見は、以下にま

とめられる。 

第一に、物質的剥奪指標は子どもの貧困

指標として優れており、指標群に加えられ

るべきである。何故なら、物質的剥奪指標

は、①統計データの信頼性が高く、貧困を

把握するために優れていること、②アメリ

カのヒアリングにあるように、現物給付や

サービス給付などの貧困対策による効果

を把握するためには、非金銭的指標が欠か

せないこと、③指標を計測するための調査

が、市町村など小規模の自治体においても

実施可能であり、また、比較的に調査手法

が簡易であるため、自治体間の比較が可能

であること、である。 

第二に、最も一般的で国際比較も可能な

指標としては、所得データによる相対的貧

困率は欠かせないものの、いくつかの改

善・追加が望ましい。一つは、固定貧困率

の追加である。経済危機前後の貧困率の動

態の分析から、社会全体の世帯所得が変動

している時期には固定貧困率と相対的貧

困率がかい離し、その動向も異なってしま

うからである。貧困基準については、中央

値の40%、50%、60%と変化させても動向に

違いはなく、最も一般的な50%で問題がな

いと言える。 

本プロジェクトの結論として、子どもの

貧困指標として、13項目からなる指標群、

また、その一つの項目の子どもの物質的剥

奪指標に用いられる物品リストを提案し

た。 

一方、海外における貧困指標の作成に関

する政府関係者ヒアリングからは、貧困指

標の選択自身が政治的な動向によって変

更される等きわめてセンシティブなイシ

ューであることがうかがわれた。そのため

に、貧困指標はこうした政治的な影響を受

けないように、確固たる法的根拠を築くこ

と、長期的に国民に対して情報を発信する

ことで貧困統計そのものの認知度を高め

ること、政治的な影響を受けない第三者機

関を設けて貧困のモニタリングを行うこ

とが重要であることが示唆された。 
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Ｅ．結論 

国は、「子どもの貧困対策の推進に関す

る法律」の改正に向けて、現在、子どもの

貧困指標の改定を検討している。本研究の

結論として、子どもの物質的剥奪指標の子

どもの貧困指標としての妥当性が確認さ

れた。今後の国における指標の検討の際に

は、本研究を踏まえて物質的剥奪指標を指

標に盛り込むべきである。本研究の成果は、

内閣府の子どもの貧困対策担当者（政策統

括官（共生社会政策担当））にも直接お伝

えをしており、また、報告書がまとまった

際には、内閣府を始め関係省庁に結果を周

知していく予定である。 

しかしながら、本稿で確認された剥奪指

標は首都圏近辺の学齢期の子どものデー

タを用いた検討となっているため、国全体

の指標とするためには、全国レベルのデー

タで確認することが望ましい。このための

データの整備が望まれる。法は国及び地方

公共団体に、子どもの貧困に関する調査及

び研究を行うための対策を講ずるよう明

記しており（第十四条）、これに基づき、

多くの都道府県および自治体が子どもの

貧困実態調査を行っているが、統一した物

質的剥奪指標の作成のために多数の自治

体にてデータを構築していくことが望ま

れる。本研究の成果は、既に、東京都（公

表は2017年2月）と大田区（公表は2017年1

月）においては、本研究の成果を用いた物

質的剥奪指標を用いた貧困指標が報告書

に採用されている。 
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